
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の

指
定
を
更
新
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
十
三
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
名

事
業
所
の
所
在

障
害
福
祉
サ

更
新
年
月

称

事
務
所
の
所
在
地

称

地

ー
ビ
ス
の
種

日

類

特
定
非
営
利

大
和
高
田
市
永
和

め
ば
え

大
和
高
田
市
永

就
労
継
続
支

平
成
二
十

活
動
法
人
福

町
五
ー
九

和
町
五
ー
七

援
（
Ｂ
型
）

八
年
五
月

寿
草

一
日

株
式
会
社
よ

天
理
市
櫟
本
町
三

よ
し
乃
訪
問

天
理
市
櫟
本
町

居
宅
介
護

平
成
二
十

し
の

〇
八
九
ー
二

介
護
セ
ン
タ

三
〇
八
九
ー
二

重
度
訪
問
介

八
年
五
月

ー

護

一
日

株
式
会
社
Ｅ


城
市
木
戸
八
八

訪
問
介
護
Ｒ


城
市
木
戸
八

居
宅
介
護

平
成
二
十

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｋ

ー
一

八
ー
一

サ
ン

重
度
訪
問
介

八
年
五
月

バ
テ
ィ
ク
二
〇

護

一
日

三
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